
 

 

 

 

 

臨時市議会 議⻑、副議⻑、監査委員など決定 
5/18臨時市議会が開催され、議⻑、副議⻑、監査委員など決まりました。各委員会の

選出などが今後行われます。 

◆議⻑―渡辺之良（令和会）、副議⻑―中村かずひと（令和会）  

◆監査委員―横井忠史（令和会）、平松邦江（公明党） 

〇定例会と臨時会 （市のウェブサイトより） 

市議会には定期的に開かれる定例会と、必要に応じて開かれる臨時会があります。 

 一宮市の定例会は、3 月・6 月・9 月・12 月の年 4 回開催されます。今年は 1 月と 5

月に臨時会が行われました。 

〇常任委員会 
 市の組織を大きく分けた部門ごとに、常に設置されている委員会です。 

一宮市議会では４つの常任委員会があり、議員はいずれかの委員会に所属します。 

〇5 月時点での会派の状況 
3 月議会中に一宮維新の会が解散し、うすいゆかさんが令和会に加入。3 月閉

会日にいちのみやを良くする会が解散し、宇山祥子さんとごとうみゆきさんが

新流会に加入し、一宮市議会の会派などは以下のようになりました。 

令和会 （20 名）：浅井俊彦、横井忠史、花谷昌章、岡本将嗣、八木丈之、尾関さとる、

井田吉彦、本山廣次、大津乃里予、渡辺之良、則竹安郎、竹山聡、井上文男、島津秀

典、渡部晃久、中村かずひと、東渕正人、木村健太、うすいゆか、野村悠介 

新流会 （7 名）：松井哲朗、鵜飼和司、森ひとみ、ごとうみゆき、京極ふみか、宇山祥

子、佐々のりな 

公明党 一宮市議団（5 名）：水谷千恵子、柴田雄二、市川智明、河村弘保、平松邦江 

日本共産党一宮市議団（2 名）：彦坂和子、渡辺さとし 

⾃由⺠主党⼀宮市議会 （1 名）：伊藤裕通 

一風会（1 名）：髙橋一 

⼀宮市⺠の会 （1 名）：服部修寛 

⾃転⾞の⻘切符、知っておきたいこと 

自転車の交通ルールが変わり、これまで以上に安全運転の

意識が大切になりました。信号無視やながらスマホ、一時不

停止などは重大な事故につながります。 

自転車も交通ルールを守って 

自転車は軽車両です。ヘルメットの着用や夜間のライト

点灯、歩行者への配慮を忘れず、交通ルールを守って走り

ましょう。 

一宮市では、警察官を装って「今ここで 6000円払って」と迫る詐欺未遂がありま

した。 

⻘切符を名乗る詐欺に注意 

⻘切符の制度に便乗し、その場で現⾦を求める不審な⼿⼝も確認されています。 

その場で払えは詐欺！ 

警察官を名乗られても、すぐに支払わず、所属や名前を確かめて相談してくださ

い。県警も怪しいと感じたらすぐ 110番通報をと呼びかけています。 

⻘切符の導⼊は、取り締まりを強めることが目的ではありません。自転車を安全

に使う意識を広げ、事故を減らすための節目でもあります。正しいルールを知り、怪

しい話には乗らない。それが、これから安心して自転車に乗るための第一歩です。 

 

一宮市議会６月定例会の日程 
６月５日（金）〜６⽉ 26 日（金）2２日間 

▲開会  ６月５日（金）開会、議案上程・説明、請願の締切 16 時 

▲一般質問  １１日(木)、１２日(金)、１５日（月） 議案質疑 

▲常任委員会 

   17日(水)総務委員会 

   18日(木)福祉健康委員会 

   19日(金)建設水道委員会 

   22日(月)経済教育委員会 

▲閉会  26⽇（⽊）委員⻑報告、討論、採決 
 ※一般質問の順番が通告順でなく、抽選となっています。 

日本共産党一宮市議団の活動をお知らせします。 
TEL45-5424 Fax45-5347 

一宮市八幡 2-13-30 

2026 年５月 

No.

ひこさか和子 

わたなべさとし 



 

葉栗いこいの広場 

「お風呂使えるようにしてほしい」の声広がる 

市民から「葉栗いこいの広場のお風呂は再開されず取

り止めになりました」と連絡をいただいたので、5/8 葉栗

いこいの広場に確かめに行きました。 

 受付窓口に「浴場営業終了のお知らせ」が貼ってあり

ました。職員（一宮市社会福祉事業団）に名刺を見せて、

詳しく聞きました。 （写真は許可を得て撮影） 

 去年秋ごろボイラーが故障して休止になっていて、「市

が対応をするなら、26 年度明けに使えるようになるかも

しれない」と職員に言われていました。最近になって利用

者が直接来て「お風呂使えますか」と聞く人が増えて、問

い合わせの電話もあり、窓口の対応が大変なので、「お知ら

せ」を貼ってもらうことになったとのことです。 

 いこいの広場の利用者は「お風呂に入って、マッサージ

器で体をほぐし元気になって帰れるのが一番の楽しみ」と話します。 

施設には、教養娯楽室（畳の部屋で囲碁など楽しむ）、大会議室（太極拳、健康

体操など楽しむ）もあります。 

●市内の高齢者福祉施設 

◆利用対象者 

市内在住の 60 歳以上の方、ただし、つどいの里は年齢制限なし。 

◆利用方法 

・個人の場合 健康保険証・運転免許証などの本人確認が

できるものを持参のうえ、施設にて使用券の交付を事前

に受け、利用時に使用券を提示してください。 

（つどいの里を除く）使用券は利用する施設共通です。 

・集会室など団体利用する場合 利用日の３か月前から７日前までに申請

し、許可書の交付を受け、利用時に施設窓口に提示してください。 

◆利用料金 無料 ただし浴室利用は１人１回 100 円 

 市の資料より   

 ●高齢者福祉施設の一覧  計 20 施設  

 施設名 開設年  施設名 開設年 

1 神山いきいきセンター 2019 11 木曽川西部いこいの広場 1998 

2 奥いきいきセンター 1983 12 葉栗いこいの広場 1996 

3 萩原いきいきセンター 1996 13 開明いこいの広場 1974 

4 木曽川いきいきセンター 1983 14 浅野いこいの広場 1976 

5 丹陽いこいの広場 1983 15 木曽川いこいの広場 1974 

6 千秋いこいの広場 1992 16 ますみいこいの広場 1978 

7 時之島いこいの広場 2000 17 三条つどいの里 2000 

8 浅井いこいの広場 2000 18 朝日西つどいの里 2005 

9 北方いこいの広場 2001 19 小信中島つどいの里 2004 

10 重吉いこいの広場 2005 20 玉野つどいの里 2011 

＊いきいきセンター４、いこいの広場 12、つどいの里 4 

＊入浴施設がある施設 1～11（2026,4,1 現在） 

 

 

 

 厚生労働省普及啓発資材（リーフレット）より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

室内でも室外でもこまめに水分補給し、熱中症による健康被害を防ぎましょう。 


